
〚ペットボトルの再資源化について〛

皆さんのご家庭から出されたペットボトルは、リサイクルセンターで選別・圧縮梱包などの中間処理を行った後、
再資源化を行う事業者へ引渡しています。

再資源化の方法としては、次の2種類のルートがあります。
● 指定法人ルート：公益財団法人日本容器包装リサイクル協会に依頼する方法
● 独自ルート ：民間事業者と直接契約する方法

本組合では、指定法人ルートと独自ルートを併用して、ペットボトルの再資源化を実施しています。
事業者へ引渡されたペットボトルは、再生工場で破砕・洗浄され、プラスチック製品や布製品などの原材料
として再資源化されています。

■ペットボトルの再資源化状況（３年間）
年 度 引渡し量 計 割合

112.77 63.6%
64.60 36.4%
115.29 66.1%
59.13 33.9%
171.26 89.9%
19.15 10.1%

■独自ルートでの契約・処理状況（３年間）
本組合では、四半期ごとに指名競争入札を行い、独自ルートの民間事業者と契約しています。
令和４年度については、A級品を全量指定法人ルートへ引渡しています。

年 度 契約期間
Ａ級品： 5.79
Ｂ級品： 5.48
Ａ級品： 16.49
Ｂ級品： 5.61
Ａ級品：
Ｂ級品： 10.30
Ａ級品： 16.01
Ｂ級品： 4.92
Ａ級品： 0.00
Ｂ級品： 5.63
Ａ級品： 18.39
Ｂ級品： 12.48
Ａ級品：
Ｂ級品： 5.65
Ａ級品： 11.58
Ｂ級品： 5.40
Ａ級品：
Ｂ級品： 6.04
Ａ級品：
Ｂ級品： 6.04
Ａ級品：
Ｂ級品： 4.33
Ａ級品：
Ｂ級品： 2.74

【独自ルート契約業者の主な最終引渡し先】
㈱栗原製作所など

※最終引渡し先とは、独自ルート契約業者が自社工場で再商品化（フレーク化やペレット化）したものを
引渡した相手方のことを指します。本組合では、入札時の仕様書に「出荷先・再商品化（フレークやペレット
等の製造）の実施・残さ等の処分（中間処理を含む）までを日本国内とし、それが確認できる報告書等
を提出すること」と要件を付して、入札・契約を行っています。

１～３月 - -
㈱青南商事 酒田支店

10～12月 - -
㈱青南商事 酒田支店

令和４年度

４～６月 - -

10～12月 - -
㈱青南商事 酒田支店

令和３年度

㈱青南商事 酒田支店

７～９月 - -
㈱青南商事 酒田支店

１～３月 ㈱青南商事 酒田支店
㈱青南商事 酒田支店

７～９月 ㈱青南商事 酒田支店
㈱青南商事 酒田支店

１～３月 ㈲カトウ衛生企業
㈲カトウ衛生企業

４～６月 ㈱モリヤ
㈱モリヤ

10～12月 - -
㈲カトウ衛生企業

令和２年度

４～６月 ㈲カトウ衛生企業
㈲カトウ衛生企業

７～９月 ㈲カトウ衛生企業
㈲カトウ衛生企業

令和４年度 指定法人ルート
190.41独自ルート

契約業者 引渡し量（ｔ）

令和２年度 指定法人ルート
177.37独自ルート

令和３年度 指定法人ルート
174.42独自ルート

引渡し先


